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　　　　　　　　　サービス計画
・安否確認
・緊急時対応

自己負担分
（１割）

特定施設
＜報酬の考え方＞

定額報酬（生活相談・安否確認・計画作成）
　　　　　　　＋
出来高報酬（訪問介護など各種居宅サービス）

＜基準のイメージ＞

人員基準
　　・管理者　　　　　　１（常勤）
　　・生活相談員　１００：１（常勤）
　　・介護職員　　　　１０：１
　　・計画作成担当者　１００：１（常勤）
　　　※常に1人以上配置を条件に
          兼務可
　　　（宿直時間帯は宿直勤務可）
設備基準
　　・原則個室
運営基準
　　・委託する介護サービス事業者と文書
　　により契約する。
　※訪問介護、訪問看護、通所介護は
　　特定施設入居者生活介護の指定時
　　にあらかじめ契約しておく。

※介護サービス計画を基に委託先の各事業者が介護サービスを提供
　 特定施設入居者生活介護事業者はアレンジメント（手配）
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※他に、訪問入浴、訪問リハ、通所リハ、福祉用具、認知症対応型通所介護

《外部サービス利用型特定施設入居者生活介護のイメージ図》
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特定施設
＜報酬の考え方＞

包括報酬
要介護度別に1日当たりの報酬算定

＜基準のイメージ＞

人員基準
　　・管理者　　　　　　１（常勤・兼務可）
　　・生活相談員　１００：１（常勤）
　　・看護・介護職員　　　　３：１
　　・機能訓練指導員　　　１（兼務可）
　　・計画作成担当者　１００：１（兼務可）
設備基準
　　・原則個室
運営基準
　　・特定施設の従業者により介護サービス
　　　提供する　等

※介護サービス計画を基に特定施設の従業者がサービスを提供

《包括型特定施設入居者生活介護のイメージ図》

介護サービス提供事業者（例）

（H１８・４～）

指定特定施設入居者生活介護のサービス形態

※指定特定施設入居者生活介護のサービス形態には、「包括型」と「外部サービス利用型」があります。


